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税
金
・
保
険
・
年
金

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
資
格

確
認
書
に
つ
い
て

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
内
線
３
７
1
２

●
８
月
か
ら
資
格
確
認
書
が
切
り

替
わ
り
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
い

て
は
、暫
定
運
用
の
継
続
に
よ
り
マ

イ
ナ
保
険
証
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、申
請
無
し
で「
資
格
確
認
書
」を

お
届
け
し
ま
す
。

※
令
和
８
年
８
月
の
年
次
更
新
ま

で
の
間
の
暫
定
的
な
運
用
で
す
。

●
資
格
確
認
書
の
発
送
に
つ
い
て

資
格
確
認
書
は
７
月
下
旬
ま
で

に
郵
送
ま
た
は
窓
口
等
で
交
付
し

ま
す
。８
月
か
ら
は
、医
療
機
関
の

窓
口
に
、今
回
届
い
た
資
格
確
認
書

ま
た
は
マ
イ
ナ
保
険
証
を
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。資
格
確
認
書
が
届
い

た
ら
、住
所
・
氏
名
・
一
部
負
担
金
の

割
合
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▲詳しくは
　こちら

令
和
７
年
度
国
民
健
康
保
険

資
格
確
認
書
の
更
新
に
つ
い
て

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
内
線
３
７
２
３

「
資
格
確
認
書
」を
す
で
に
お
持

ち
の
人
ま
た
は「
資
格
情
報
の
お
知

ら
せ
」を
す
で
に
お
持
ち
の
70
歳
以

上
の
人
を
対
象
に
、８
月
１
日
か
ら

有
効
の
、新
し
い「
資
格
確
認
書
」ま

た
は「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」を

７
月
上
旬
ご
ろ
か
ら
郵
送
し
ま
す
。

令
和
７
年
12
月
１
日
有
効
期
限

の
保
険
証（
青
色
の
紙
の
保
険
証
）

を
お
持
ち
の
人
は
、11
月
上
旬
ご
ろ

に「
資
格
確
認
書
」ま
た
は「
資
格
情

報
の
お
知
ら
せ
」を
郵
送
し
ま
す
。

た
だ
し
、修
学
特
例（
マ
ル
学
）ま

た
は
遠
隔
地
特
例（
マ
ル
遠
）の
被

保
険
者
に
つ
い
て
は
、国
民
健
康
保

険
課
窓
口
で
の
更
新
が
必
要
で
す
。

更
新
に
必
要
な
も
の
は
、７
月
上

旬
ご
ろ
に
通
知
す
る
案
内
文
書
に

て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
～
11

時
30
分
、午
後
１
時
～
４
時
30
分

▲詳しくは
　こちら

令
和
７
年
度
国
民
健
康
保
険

税
納
税
通
知
書
の
発
送

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
内
線
３
７
１
７
～
３
７
２
３
、

３
７
２
５

令
和
７
年
度
納
税
通
知
書
の
発

送
は
７
月
初
旬
ご
ろ
を
予
定
し
て

い
ま
す
。発
送
開
始
か
ら
２
週
間
ほ

ど
で
全
世
帯
へ
到
達
す
る
予
定
で
す
。

な
お
、７
月
以
降
に
国
民
健
康
保

険
喪
失
等
の
届
出
を
し
た
世
帯
は
、

７
月
に
お
送
り
す
る
納
税
通
知
書

に
反
映
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。対
象
世
帯
に
は
、翌
月
を
目
安

に
変
更
後
の
通
知（
税
変
通
知
）を

郵
送
し
ま
す
。税
変
通
知
が
届
く
前

に
納
期
が
過
ぎ
る
場
合
は
、７
月
に

お
送
り
し
た
納
付
書
に
て
期
限
内

に
納
付
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
の
所
得
に

応
じ
た
軽
減
措
置
に
係
る
判

定
基
準
所
得
額
の
改
正

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
内
線
３
７
１
７
～
３
７
２
３
、

３
７
２
５

令
和
７
年
度
よ
り
国
民
健
康
保

険
税
の
軽
減
判
定
基
準
所
得
額
が

次
の
と
お
り
改
正
さ
れ
ま
す
。た
だ

し
、所
得
申
告
を
し
て
い
な
い
場
合
、

軽
減
の
適
用
は
さ
れ
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
税
の
賦
課
限

度
額
の
改
正

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
内
線
３
７
１
７
～
３
７
２
３
、

３
７
２
５

令
和
７
年
度
よ
り
国
民
健
康
保

険
税
の
医
療
分
お
よ
び
支
援
分
の

賦
課
限
度
額
が
次
の
と
お
り
改
正

さ
れ
ま
す
。

●
賦
課
限
度
額
改
正
後

医
療
分
賦
課
限
度
額

66
万
円

（
＋
１
万
円
）

支
援
分
賦
課
限
度
額

26
万
円

（
＋
２
万
円
）

※
介
護
分
の
賦
課
限
度
額
に
変
更

は
あ
り
ま
せ
ん
。

国
民
健
康
保
険
の
給
付
に
関
す

る
各
種
証
の
切
り
替
え

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
内
線
３
７
１
４

●「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」の
有
効
期
限
は
７
月
31

日
で
す
。

８
月
１
日
以
降
も
継
続
し
て
証

が
必
要
な
人
の
う
ち
、長
期
入
院
該

当
に
よ
る
食
事
代
の
減
額
を
受
け

る
人
は
国
民
健
康
保
険
課
窓
口
で

更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類（
運
転

免
許
証
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
）

②
世
帯
外
の
人
が
申
請
す
る
場
合

は
世
帯
主
直
筆
の
委
任
状

③
過
去
12
ヵ
月
の
入
院
日
数
が
90

日
を
超
え
る
こ
と
が
わ
か
る
領
収

書
や
証
明
書

※
長
期
入
院
該
当
で
は
な
い「
限
度

額
適
用
認
定
証
」を
お
持
ち
の
人
は
、

原
則
窓
口
で
の
更
新
手
続
き
が
不

要
で
す
。し
か
し
、オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
で
き
な
い
医
療
機
関
を
受

診
す
る
場
合
や
国
保
税
に
滞
納
が

あ
る
場
合
等
は
、国
民
健
康
保
険
課

給
付
係
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

●
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
の
更
新

手
続
き
は
不
要
で
す
。

新
し
い
受
療
証
を
７
月
中
に
簡

易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
申
請

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
内
線
３
７
１
７
～
３
７
２
３
、

３
７
２
５

災
害
ま
た
は
被
保
険
者
の
失
業

等
に
よ
り
、国
民
健
康
保
険
税
を
納

め
る
の
が
困
難
な
と
き
は
、申
請
に

よ
り
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

申
請
に
は
期
限
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

▲詳しくは
　こちら

令
和
７
年
度「
国
民
健
康
保
険

税
」お
よ
び「
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
」第
1
期
納
期
限

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
内
線
３
７
１
７
～
３
７
２
２

令
和
７
年
度「
国
民
健
康
保
険

税
」お
よ
び「
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
」第
1
期
納
期
限
は
7
月
31
日

（
木
）で
す
。納
め
忘
れ
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

令
和
７
年
度
国
民
年
金
保
険

料
の
一
般
免
除
申
請
の
受
け
付

け
開
始

問
市
民
課

☎（
８
７
６
）１
２
８
４

令
和
７
年
度
の
保
険
料
は
月
額

１
万
７
５
１
０
円
で
す
。納
め
る
こ

と
が
難
し
い
と
き
は
、申
請
す
る
こ

と
で
保
険
料
の
全
部
ま
た
は
一
部

の
納
付
を
免
除
で
き
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。

過
去
の
免
除
申
請
時
に「
継
続
申

請
」を
希
望
さ
れ
て
い
る
と
、申
請

が
不
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

（
一
部
例
外
あ
り
）。ご
自
身
の
納
付

状
況
の
確
認
は
、市
民
課
国
民
年
金

係
窓
口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

申
請
受
付
期
間

令
和
７
年
度
国
民
年
金
保
険
料

の
一
般
免
除
申
請
は
、７
月
か
ら
受

け
付
け
を
開
始
し
ま
す
。ま
た
、さ

か
の
ぼ
っ
て
２
年
１
か
月
前
ま
で

申
請
が
可
能
で
す
。令
和
７
年
７
月

に
申
請
可
能
な
の
は
、令
和
５
年
６

月
分
ま
で
で
す
。

対
象

国
民
年
金
第
一
号
被
保
険

者（
学
生
お
よ
び
産
前
産
後
期
間
の

あ
る
人
は
別
制
度
あ
り
）

審
査
基
準

①
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
令

和
７
年
度（
令
和
６
年
１
月
１
日
か

ら
令
和
６
年
12
月
31
日
）の
所
得
が

一
定
額
以
下
②
災
害
・
失
業
・
事
業

の
廃
止
等
の
事
由

年
金
を
受
け
る
と
き

免
除
が
承
認
さ
れ
た
期
間
は
年

金
の
受
給
に
必
要
な
期
間
に
含
ま

れ
ま
す
。た
だ
し
、一
部
免
除
の
場

合
は
減
額
さ
れ
た
保
険
料
を
納
付

し
な
い
と
未
納
と
な
り
、年
金
の
受

給
に
必
要
な
期
間
に
は
含
ま
れ
ま

せ
ん
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
し
て
い
る
皆
様
へ

問  

国
民
健
康
保
険
課

☎
（
８
７
６
）１
７
１
７

●
８
月
１
日（
金
）か
ら
資
格
確
認

書
が
切
り
替
わ
り
ま
す
。

新
し
い
資
格
確
認
書
は
７
月
下

旬
ま
で
に
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま

す
。

●
医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き

１
つ
の
医
療
機
関
で
月
の
限
度

額
を
超
え
る
医
療
費
自
己
負
担
が

発
生
し
た
場
合
は
、限
度
額
を
超
え

る
分
の
支
払
い
は
無
く
な
り
ま
す
。

２
つ
以
上
の
医
療
機
関
の
合
計
で

月
の
限
度
額
を
超
え
る
場
合
は
、合

算
後
の
差
額
を
高
額
療
養
費
と
し

て
後
日
支
給
し
ま
す
。手
続
き
の
流

れ
に
つ
い
て
は
、「
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
ご
あ
ん
な
い
」を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

●
医
療
機
関
窓
口
で
の
自
己
負
担

額
を
限
度
額
ま
で
と
す
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。

限
度
額
適
用（
標
準
負
担
額
減

額
）認
定
証
は
、マ
イ
ナ
保
険
証
へ

の
移
行
に
よ
り
令
和
６
年
12
月
２

日
に
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。医
療
機
関

の
窓
口
で
マ
イ
ナ
保
険
証
を
提
示

す
れ
ば
、一
部
負
担
金
の
支
払
い
が

月
の
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な

り
ま
す
。

ま
た
、資
格
確
認
書
の「
限
度
区

分
」「
特
定
疾
病
区
分
」の
欄（
任
意

記
載
事
項
と
い
う
）が
空
欄
で
記
載

が
無
い
人
は
、申
請
に
よ
り「
限
度

区
分
」「
特
定
疾
病
区
分
」が
記
載
さ

れ
た
資
格
確
認
書
を
交
付
し
ま
す
。

医
療
機
関
の
窓
口
に
任
意
記
載

事
項
が
記
載
さ
れ
た
資
格
確
認
書

を
提
示
す
る
と
、支
払
い（
自
己
負

担
額
）を
高
額
医
療
費
の
自
己
負
担

限
度
額
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

●
任
意
記
載
事
項
記
載
の
申
請

申
請
場
所

国
民
健
康
保
険
課
窓
口

申
請
に
必
要
な
物

①
資
格
確
認
書

②
申
請
者
の
本
人
確
認
が
で
き
る

も
の（
運
転
免
許
証
等
）

●
保
険
料
に
関
す
る
通
知
書
が
届

き
ま
す

通
知
時
期

７
月
中
旬

特
別
徴
収
の
人

年
金
支
給
の
際
に
、年
金
か
ら
保

険
料
が
天
引
き
さ
れ
ま
す
。申
し
込

み
に
よ
り
口
座
振
替
に
変
更
で
き

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

普
通
徴
収
の
人

口
座
振
替
ま
た
は
納
付
書
で
納

期
限
内
に
納
め
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。納
付
書
は「
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
額
決
定
通
知
書
」に
同
封
さ

れ
て
い
ま
す
。納
付
場
所
に
つ
い
て

は
、納
付
書
の
裏
に
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。口
座
振
替
で
納
め
た
い
場
合

に
は
、最
寄
り
の
取
扱
金
融
機
関
や

浦
添
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
浦
添
市

W
e
b
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
」

で
申
し
込
み
が
で
き
ま
す
。

※
普
通
徴
収
の
保
険
料
の
納
付
は

７
月
か
ら
で
す
。

●
入
院
し
た
と
き
の
食
事
代
が
令

和
７
年
４
月
１
日
か
ら
改
正
さ
れ

ま
し
た
。

所得区分 １食分当たり
の食事代

現役並み所得者
一般 I・II

区分 II（過去１年間の入院
期間が90日以内）

区分 II（過去１年間の入院
期間が91日以上）※
区分 I

５１０円
５１０円

２４０円

１９０円

１１０円

※
長
期
入
院
該
当
に
な
る
人
は
、申

請
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、入
院

日
数
が
分
か
る
書
類
な
ど
を
持
参

し
、国
民
健
康
保
険
課
窓
口
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度  

医
療

費
の
自
己
負
担
割
合
に
つ
い
て

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
内
線
３
７
３
１

同
一
世
帯
に
住
民
税
課
税
所
得

が
1
4
5
万
円
以
上
の
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
が
い
る

場
合
の
所
得
区
分
を「
現
役
並
み
所

得
者
」と
い
い
、医
療
費
の
自
己
負

担
割
合
は
３
割
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、次
の
①
②
③
の
い
ず
れ

か
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
、申
請

す
る
と
、「
一
般
Ⅱ
」ま
た
は「
一
般

Ⅰ
」の
区
分
と
同
様
に
な
り
、自
己

負
担
割
合
が
２
割
ま
た
は
１
割
に

な
り
ま
す
。

①
同
じ
世
帯
に
被
保
険
者
が
一
人
の

場
合
、そ
の
人
の
年
収
が
3
8
3
万

円
未
満
で
あ
る
と
き
。

②
同
じ
世
帯
に
被
保
険
者
が
複
数
い

る
場
合
、そ
の
全
員
の
年
収
が
合
計

で
5
2
0
万
円
未
満
で
あ
る
と
き
。

③
同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
が
一
人
で
、

同
じ
世
帯
の
70
歳
か
ら
74
歳
の
人
も

含
め
た
年
収
が
5
2
0
万
円
未
満

で
あ
る
と
き
。▲詳しくは

　こちら

国
民
健
康
保
険
税・後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
の
徴
収
猶
予

問
国
民
健
康
保
険
課  

☎
内
線
３
７
１
７
～
３
７
２
１

災
害
・
病
気
等
に
よ
り
、国
民
健
康

保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、法
令
等

に
基
づ
き
徴
収
の
猶
予
を
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
電
話
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

▲詳しくは
　こちら

軽減割合 令和7年度判定基準所得額

７割

５割

２割

43万円＋10万円
×（給与所得者等の数－１）以下
43万円＋30万５千円
×（被保険者数）＋10万円
×（給与所得者等の数－１）以下
43万円＋56万
×（被保険者数）＋10万円
×（給与所得者等の数－１）以下
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